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過疎集落の現状と分析（Ⅰ）
－過疎化進展のプロセスと過疎対策－

� 麻　生　憲　一

１．はじめに
　近年、わが国では、地域において過疎化が深刻な問題となりつつある。過
疎地域では、少子高齢化の進展とともに、若年層の都市部への転出に歯止め
がかからず、地域の若年者率の低下と高齢者率の上昇は地域の過疎化をより
一層進行させている。過疎化の進行は、地域産業の衰退による雇用の場の減
少、自治会組織の崩壊、伝統行事の消滅、生活交通路線の休廃止などさまざ
まな問題を生じさせ、住民の生活基盤そのものを喪失させている。このよう
な状況の中、2010年４月、現行の過疎地域自立促進特別措置法が改正され、
地域医療の確保や集落の維持及び活性化などの要件を追加した改正過疎法１）

が施行された。この改正過疎法の下で新たに58市町村が追加指定され、現在、
全国で過疎指定市町村は776市町村に上っている２）。
　本稿では、過疎問題を明確にするとともに過疎化進展のプロセスとそれぞ
れのプロセスに対応した過疎対策について考察を行う。

２．過疎問題とは
　過疎という言葉が公式に登場したのは、1966年の経済審議会の地方部会で
の「中間報告」が最初であり、同審議会は翌年10月に正式に地方部会報告を
提出している。この報告の冒頭において、「昭和三十年代のわが国経済の世
界にもまれな高度成長が、地域経済社会に与えた影響はきわめて大きなもの
であった」とし、その問題点として、地域格差問題、過密問題、過疎問題の
３つを挙げている。地域格差問題とは都市部と地方との格差問題を指し、過
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密問題とは人口が急増する都市部における問題であり、過疎問題とは人口が
急減する地方における問題である。過疎問題について、同報告では、「都市
への激しい人口移動は人口の減少地域にも種々の問題を提起している。人口
減少地域における問題を“過密問題”に対する意味で“過疎問題”と呼び、過疎
を人口減少のために一定の生活水準を維持することが困難になった状態、た
とえば防災、教育、保健などの地域社会の基礎的条件の維持が困難になり、
それとともに資源の合理的利用が困難となって地域の生産機能が著しく低下
することと理解すれば、人口減少の結果、人口密度が低下し、年令構成の老
齢化が進み、従来の生活パターンの維持が困難となりつつある地域では、過
疎問題が生じ、また生じつつあると思われる」と述べている。
　つまり、経済審議会の解釈に従うと、過疎問題とは、人口減少問題を指す
のではなく、人口減少に伴って従来の地域生活のパターンが維持できなく
なった地域、ないしはなりつつある地域において生じる問題を指すのである。
その意味で、過疎問題とは辺地あるいは僻地での問題とは本質的に異なるも
のである。

３．過疎化進展のプロセス
　過疎地域の問題を検討する場合、まずはそれぞれの過疎地域が置かれてい
る状況を把握し、その状況に対応した対策を検討していかなければならない。
　過疎地域の状況を把握するために、過疎化進展のプロセスを図１において
明示する３）。図１は過疎地域の人口と集落機能の動態を模式化したものであ
る。図中には、集落機能を表す屈折線と人口を表す曲線（破線）が示されて
いる。
　以下では、過疎化進展のプロセスを４つのフェーズに区分して、それぞれ
の状況を把握する。
　まず、「フェーズⅠ」は、住民の転出などにより人口の急激な減少（社会
減少）が集落内で顕著になってくる段階である。世帯数や住民数の減少によ
り、集落機能（維持管理機能）はやや停滞するものの、集落内の住民の個々
の対応により何とか維持できる段階である。また、この段階では、多くの若
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者が転出し、集落内の高齢化が一段と進んでいく時期でもある。「フェーズⅠ」
の終点を「集落過疎化点」と呼ぶならば、この段階では集落の過疎化傾向は
誰の目から見ても明らかな状況である。

　「フェーズⅡ」では、住民の転出による人口の社会減少よりも高齢者の死
亡数の増加による自然減少が問題化される時期である。集落内の社会減少は
やや落ち着き、人口の減少傾向はやや緩やかになるものの、集落機能の低下
が急速に進む段階である。この段階では、集落内の住民の多くが高齢者であ
り、集落内での自治会活動や草刈り、清掃活動などの共同作業を維持するこ
とが非常に困難な状況である。
　次に「フェーズⅢ」に進むと、集落機能の急激かつ全面的な脆弱化が急速
に発生する。この点を「集落限界点」と呼ぶならば、この限界点を超えてし
まうと集落機能は急激に低下し、いわゆる「集落機能消滅点」へ進むことに
なる。「フェーズⅢ」は「限界集落」化と呼ばれる状況であり、高齢者率が
50％を超え、集落機能を維持することがかなり困難な状況となる。
　最後に「フェーズⅣ」では、さらに人口は減少し、集落内には高齢者ばか
りが数名程度となり、集落機能は完全に消滅する。ただし、人口はただちに
消滅することはなく、少数の高齢者が「終の住処」として集落内に住み続け
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る場合や、先祖から受け継いだ土地や墓を守るために一時的に集落内に滞在
する場合がこの段階である。「フェーズⅣ」では、外部からの集落支援はほ
とんど意味を持たない段階であるといえよう。

４．フェーズ区分と過疎対策
　過疎化進展のプロセスを４つのフェーズに区分して捉えたが、過疎対策を
実施する場合、それぞれのフェーズに対応した施策が検討されなければなら
ない。以下では、フェーズごとに必要とされる過疎対策を明示する。

（１）「フェーズⅠ」区分の対策
　「フェーズⅠ」では、住民の転出による集落内の人口の急速な減少により、
若者を中心とする後継者不足、雇用の場の喪失、共同作業の一部停止等の問
題が集落内に浮上する。この段階では、自治会活動はまだ維持されており、
地域リーダーを中心として、さまざまな地域活動を実施できる状況にあり、
行政による積極的な過疎対策が求められる段階である。
　「フェーズⅠ」の過疎対策として以下のものが考えられる。

①若年層の雇用の場の創出
　・森林資源の有効活用による就業機会の創出
　・地場産業の振興
②農林業の振興
　・地元農林産品のブランド化と促進施策
　・圃場整備、農道等の農業生産基盤の充実
　・有害鳥獣（サル、シカ、イノシシ等）の防除施策の促進
③観光資源の活用
　・体験型観光、滞在型観光、グリーン・ツーリズム、クラインガルテン等
④小中学生の山村留学・短期留学の受入支援
⑤都市住民との交流促進施策の推進
⑥新規定住者、二地域居住者の受け入れ促進
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⑦医療体制の確保、充実
　・医師不足の解消
　・緊急医療体制の構築
⑧生活交通の確保
　・バス等の公共交通機関の維持
⑨集落支援員等の活用４）

（２）「フェーズⅡ」区分の対策
　「フェーズⅡ」を初期の段階と後期の段階とに区分する。初期の段階は、
集落過疎化点の近傍にあり、そこでは集落機能の停滞はみられるものの、住
民個々の対応によりその機能はかろうじて維持されている状況である。住民
には地域活動に対する体力はまだ残されており、地域リーダーを中心とした
活動が可能であり、NPOやボランティアとの連携、都市住民との交流促進
や新規定住者の受け入れなどが実施できる段階である。後期の段階は、集落
限界点の近傍にあり、そこでは集落機能は著しく低下し、集落内に居住する
住民の多くは高齢者となり、寄合や草刈り、清掃活動などの共同作業を維持
することが困難な状況であり、集落支援員などの協力を得ることにより集落
機能を維持できる段階である。この段階では、高齢者が大半を占めるため、
医療体制の確保や充実、また生活交通の確保などが地域にとって最も重要な
施策となる。
　「フェーズⅡ」での過疎対策としては以下のものが考えられる。

初期の段階
　①「空き家」登録制度の確立
　②NPOやボランティア連携の支援
　③小中学生の山村留学・短期留学の受入支援
　④都市住民との交流促進施策の推進
　⑤新規定住者、二地域居住者の受け入れ促進
後期の段階
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　⑥	ソーシャルミニマム（上下水道、生活道路、情報通信、生活インフラ等）
の保障

　⑦医療体制の確保、充実
　・医師不足の解消
　・緊急医療体制の構築
　⑧集落支援員等の活用	
　⑨生活交通の確保
　・バス等の公共交通機関の維持

（３）「フェーズⅢ」区分の対策
　「フェーズⅢ」を初期と後期に区分する。初期の段階は、「フェーズⅡ」の
後期の段階からより人口減少が進み、高齢化の加速により集落機能が著しく
低下する段階である。初期の段階では、上下水道、生活道路、情報通信、生
活インフラなどのソーシャルミニマムを住民に保障することが過疎対策の重
要な柱となる。後期の段階は、集落機能消滅点の近傍であり、そこでは集落
機能は完全に停止し、共同作業は行われず、少数の高齢者のみが集落内に居
住する状況である。後期の段階に達すると、集落の再編や統合を推進し、居
住者を積極的に移転させる施策が求められる。同時に、荒廃地などが増える
ため、自然災害や環境保全などの対策が必要とされる。
　「フェーズⅢ」の過疎地域対策としては以下のものが考えられる。

初期の段階
　①ソーシャルミニマムの保障
　②医療体制の確保・充実
　③生活交通の確保
　④集落支援員等の活用
後期の段階
　⑦集落の再編、統合の推進
　⑧自然災害への対策
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　⑨環境保全への対策
（４）「フェーズⅣ」区分の対策
　「フェーズⅣ」では、集落機能は完全に消滅しており、少数の高齢者のみ
が居住する段階である。この段階では、「フェーズⅢ」の後期と同様、集落
再生の支援策はほとんど意味を持たず、住民移転の支援や促進、自然災害や
環境保全への対策が重要な施策となる。
　①集落の再編、統合の推進
　②住民移転の支援・促進
　③自然災害への対策
　④環境保全への対策

５．過疎化進展のプロセスと過疎対策
　上記の過疎化進展のプロセスに伴う集落の状況とそれに対応した過疎対策
を表１と２に要約した。
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　過疎化進展のプロセスを４つのフェーズに区分して過疎対策を考えてみる
と、まず「フェーズⅠ」では、雇用の場の喪失による若年層の転出、集落内
の人口や世帯数の減少、高齢者率の上昇などが問題化されるが、自治会活動
はまだ健在であり、地域リーダーを中心として、地域振興を図っていける段
階にある。このような状況での過疎対策としては、若年層の雇用の場の創出、
農林業の振興、観光資源の活用促進策、小中学生の山村留学・短期留学の受
入支援、都市住民との交流促進施策の推進、新規定住者の受け入れ促進、生
活交通の確保、集落支援員や地域おこし協力隊員の導入・活用などが考えら
れる。次に「フェーズⅡ」の段階では、集落内において一層高齢化が進み、
自治会活動は停滞し、空き家や耕作放棄地などの増加が顕著になる。この段
階では、住民の多くは高齢者であり、住民が主体となって地域振興を図って
いくことが困難な状況である。このような状況では、外部のNPOや地域活
動ボランティアなどが連携して、地元住民をサポートしていかなければなら
ない。行政もそれらの活動を支援していくことが求められる。また、集落内
で増加する空き家の登録制度を確立し、入居者支援を図っていくことも必要
である。高齢者の生活環境（生活インフラ）を保障することも行政の役割で
ある。過疎対策として最も重要な段階が「フェーズⅡ」であり、「フェーズⅠ」
から受け継いできた施策の継続性と「フェーズⅢ」に移行させないための積
極的な対策を講じていかなければならない。実効ある過疎対策としては、

「フェーズⅡ」の段階にある集落への対策を重点的に実施し、過疎地域の中
でも拠点となる集落の維持を図ることを優先すべきである。次に「フェーズ
Ⅲ」の段階では、集落機能が急激に低下し、もはや住民だけでは集落を維持
することが困難な状況にある。この段階では、「フェーズⅡ」の施策は維持
しつつも、集落支援策は集落再編や統合の推進が実効性をもつ。特に、後期
では、行政対策として、自然災害や環境保全への対策が中心となる。最後に

「フェーズⅣ」の段階では、集落機能は消滅しており、ごく少数の高齢者や
土地や墓を守るための一時的滞在者のみとなる。この段階の行政対策として
は、「フェーズⅢ」の施策とともに住民移転の支援促進も行われるようになる。

「フェーズⅣ」はNPOなどの外部組織の集落支援はほとんど意味を持たない。
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　過疎対策として考えるべきことは、集落の状況をよく理解し、現在集落が
どのようなフェーズに位置するのかを考え、限界集落化（「フェーズⅢ」の
後期以降）へ進行させないための対策を講じていくことである。

６．おわりに
　本稿は、過疎化進展のプロセスを「フェーズⅠ」から「フェーズⅣ」の４
つの区分で捉え、それぞれのフェーズごとの地域の状況と問題点を列挙し、
各区分に対応した過疎対策を明示した。過疎問題とは農山村地域に共通した
課題ではあるが、それは同時にそれぞれの地域特有な課題でもある。その意
味で過疎対策とは、あらゆる地域に共通した一面的な施策として捉えるので
はなく、それぞれ地域に対応して多面的に実施される施策として認識してい
くことが必要である。

注
１）	過疎指定市町村とは、人口要件と財政力要件の２つを満たさなければなら

ない。まず人口要件では、（１）昭和35年～平成17年の45年間の人口減少率
が33％以上であること、（２）昭和35年～平成17年の45年間の人口減少率が
28％以上で、①高齢者率（65歳以上）が29％以上、②若年者率（15歳以上
30歳未満）が14％以下（ただし、（１）（２）の場合、昭和55年～平成17年
の25年間で10％以上人口増加している団体は除く。）、（３）昭和55年～平成
17年の25年間の人口減少率が17％以上であること。財政力要件では、平成
18～20年度の３カ年平均の財政力指数が0.56以下等であること。

２）	奈良県内の過疎地域市町村数は15市町村（38.5%）、人口は８万9,335人（6.3%）、
面積は2,639㎞２（71.5%）で、集落数は468集落（15.3%）、高齢者率が50%
以上を占める集落は111集落である。今回新たに山添村が過疎指定を受けた。

３）	過疎化進展のプロセス図は、小田切（2009）の48頁の図を大幅に加筆修正
したものである。

４）	集落支援員は、総務省が2008年から提言し、2009年度から全国の	過疎地域
の自治体で導入されているもので、人口減少や高齢化が深刻な集落を巡回
し、地域活性化策などを助言する。
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